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平成３０年８月１日 
 

平成３０年度 学校関係者評価委員会報告書 
 

埼玉県理容美容専門学校 
学校関係者評価委員会  

 
 埼玉県理容美容専門学校 学校関係者評価委員会は、平成３０年度における評価委員会を下記

のとおり開催し、学校関係者評価を実施しましたので報告致します。 

 
開催日時  平成３０年 ７月３１日（火）１０:００～１２:００ 
開催場所  本校 理事室 
出 席 者  学校関係者評価委員 ５名 

佐伯 鋼兵 … 株式会社 佐伯紙工所 代表取締役 
（委員長）   埼玉県商工会議所連合会 会長 

さいたま商工会議所 会頭 
さいたま市シルバー人材センター 理事長 

帆足 光代 … 株式会社 帆足ビジネスコンサルタント 取締役 
埼玉県なぎなた連盟 会長 
埼玉県障害者スポーツ協会 理事 
埼玉県体育協会 評議員 
美容師 

          飯塚三峰子 … 本校平成３０年度保護者会 会長 
Fine feel 勤務 
美容師 

          土屋 慶晃 … 本校美容科卒業生 
HAIR MAKE Angelique  代表 
美容師 

          甲斐  一 … 本校理容科卒業生 
髪や充  代表 
理容師 

 
本校教職員  ４名 

相川 浩一 … 校長 
島田 美紀 … 経営企画部長 
中川 一江  … 教務課長 
浦野 智子 … 事務長 
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議事 
１ 開会 

 
２ 委員長挨拶（佐伯委員長） 

 
３ 校長挨拶（相川校長） 

 
４ 出席者自己紹介 

 
５ 審議事項 

平成２９年度における本校の学校運営に対する「自己評価結果報告書」（平成２５年３月

文部科学省生涯学習政策局発行「専修学校における学校評価ガイドライン」に準拠して作

成）をもとに、本校教職員からの自己評価に関する説明、及びそれに対する評価委員から

の質疑や意見として審議を進める。 

 
「１.学校の教育目標」については、いずれも妥当なものであり、この目標に沿った学校

運営が行われていることが認められる。 

 
「２.本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画」では、本年度より６時

間授業を導入し、放課後の有効活用に取り組む。 
また、単位制に移行し、教育内容や年間カリキュラムを刷新したとの説明があり、より

よい教育環境を構築していただきたい。 

 
「３.評価項目の達成及び取組状況」については、各項目につき、前年度との比較検証を

しながら評価を行う。 

 
（１）教育理念・目標 

  本校は、理容師・美容師資格の取得を目的とした学校ではあるが、ただ資格を取れば

良い、国家試験に合格すれば良いというだけでなく、一般社会人としての素養も身につ

けさせていくことを教育目標として学生指導を行っている。 
  理容師・美容師も、ただ技術を習得すれば良いのではなく、接客態度や言葉遣い等も

含めた社会的なマナーが必要となるので、今後ともこの面での教育や指導も合わせて重

視していただきたい。 

   
（２）学校運営 

  学校運営については、その方針や事業計画の策定、組織や諸規程の整備、情報の公開

等、これまでの評価と同様に概ね妥当なものであり、適正な運営が行われている。 
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今後とも、適正かつ円滑な学校運営を進めていただきたい。 

 
（３）教育活動 

  理容師・美容師の資格取得に向けた指導体制を確立し、その結果を出していること、

また業界団体等と連携し、実践的な職業教育を行っていること等は、これまでと同様に

高く評価できる。 
さらに、教育課程編成委員会や本委員会を設置することにより、そこでの審議内容等

を、カリキュラムの編成や評価体制等に活かしていることも、本校の努力として評価で

きる。また、実務実習の実働期間を短縮し、学生が集中して取り組めるよう配慮してい

る。より実践に即した職業教育指導を、今後とも更に進めていただきたい。 

 
（４）学修成果 

  就職率については、理容１００％、美容９７％の者が理容・美容の業種に就職、理容

師・美容師資格の取得についても、理容科は９３.１％、美容科は９６.６％の合格率を

達成する等、その成果はこれまでと同様に高く評価することができる。 
また、退学率についても、各クラス担任を中心とした早めの対応と、保護者との密接

な連絡や協力体制により、低減に取り組んでいる。 
在校時よりキャリア支援プログラムを行い、学生の就職に対する意識を高めるととも

に卒業後も転職や離職時の相談に乗れる体制を整えている。 

 
（５）学生支援 

  就職に関する支援体制は、前述の就職率の高さからも分かるように、きちんと整備さ

れていることが確認できる。また、学生の個別相談にも対応し、アンケート結果からも

高い満足度を示していることが見て取れる。 
  経済的な支援体制についても、これまで行われてきた経済的支援に加え、２９年度か

ら学費に関する減免規程も施行し、教育訓練給付金等の公的資金援助も含めたサポート

体制を整備していることが分かった。 
  また、学校と保護者との関係においては、連絡体制の整備や保護者会等により、適切

な連携を図っている。特に入学前から保護者説明会などを通じ、本校の教育方針や資格

取得及び就職についての説明を、学生・保護者それぞれに対し行い、学校としての姿勢

を周知させ、その方針に従った学生の教育指導を行うことにより、学生・保護者双方か

らの信頼を得ていることは高く評価できる。 
卒業生についても、前述のように進路変更やキャリアアップについて卒業後も支援を

行っていることは、卒業生の間でも評価されているとの報告があった。 
こうした学生や卒業生、保護者からの信頼は、学校として教育指導を行っていく上で

の根幹となるものであり、今後とも学生や卒業生に対する支援、保護者との連携を継続・

強化していただきたい。 
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（６）教育環境 

  施設や設備については、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているが、経

年劣化や老朽化も考えられるので、今後とも計画的に改善を進めていただきたい。 
  実務実習については実習前に店舗見学を行う等の指導を行っており、今後とも実施に

あたっては、実のある研修となるように内容を検討していただきたい。 
また、防災体制については、毎年度防災訓練を実施し、災害時の対応や避難訓練を行

っていること、災害時用の備蓄も計画的に進めていることを確認した。今後とも、防災

に対する体制を整備していただきたい。 

 
（７）学生の受入れ募集 

  学生募集活動では、高校でのガイダンスにおいても、保護者向け説明会や個別相談に

おいても、必要な情報を正確に伝えている。 
特に学生納付金については、通常徴収する学費等の全額を公表していると共に、教材

費や研修旅行費等の徴収額が、実際の経費より多かった場合には、卒業時に精算して差

額分を返金している。 
これらのことは以前から実施していることであり、本校の募集活動が公正に行われて

いるものとして高く評価することができる。 

 
 
（８）財務 

無借金経営を維持していることからも、本校の財務基盤は安定していることが見て取

れる。また、月次毎に会計事務所の精査を受け、年１回の会計監査も、会計事務所の立

会いの下、２名の監事により行われ、適正に執行されている。 
特に財務情報については、埼玉県情報公開条例の規定に基づき、ホームページ上に公

開していることからも、その透明性を高く評価することができるものとなっている。 
今後とも、健全な学校経営と情報の公開を続けていただきたい。 

 
（９）法令等の遵守 

専修学校設置基準や理容師養成施設指定規則・美容師養成施設指定規則、その他関係

法令等を遵守し、適正な運営を行っていることは評価できる。 
個人情報の保護についても、外部からの不正侵入に対するネットワーク・セキュリテ

ィの強化と、個々のパソコンについてのセキュリティの強化を進めていることから、そ

の対策を講じていると評価することができる。 
自己評価については、その結果をホームページ上に公開しているとともに、それに対

する評価と問題点の改善についても、本委員会の報告として公開している。 
今後とも本委員会での審議事項等を、本校の改善に役立てていただきたい。 
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（１０）社会貢献・地域貢献 

以前より本校では、県の「青少年夢のかけはし事業」に参加し、夏休みの小学生の体

験学習に協力している。 
また、学生のボランティア活動についても、地元商店街のハロウィン・イベントへの

メイク協力等、既に毎年恒例となっているものもあり、地域への貢献として住民からも

好評を得ている。本校の学生が、理容・美容の技術を活かしたボランティア活動として

参加できる機会を設け、多数の学生が積極的に参加している。２９年度はさいたま国際

マラソンのボランティアに参加するなど、理容・美容以外で活動のフィールドを広げて

いる。 
こうした学生の課外活動は、単に技術の向上というだけでなく、公共のマナーや社会・

地域貢献への意識を高める意味においても、非常に良い機会になっているのではないだ

ろうか。 
今後とも、学生のボランティア活動に対する積極的な支援を続けると共に、地域や社

会に開かれた学校となるよう努力していただきたい。 

 
「４.学校評価の具体的な目標や計画の総合的な評価結果」では、本校の運営の健全性や

国家試験の合格率・就職率の高さを維持していること、また、教職員の資質向上に努力し、

成果を挙げていることを確認する。 
今後は、学校としての質を更に高め、学校の改善を図っていくとのことなので、より良

い学校づくりを目指してこれからも運営を行っていただきたい。 

 
 
    総じて、本校における学校運営は適正なものであり、自己評価も概ね妥当なものである。 
    学校での教育には、家庭や地域・社会との結びつきが必要であるが、本校の場合には、

それらに加えて業界との連携も重要となる。その点では、本校の努力が認められる。 
経済情勢や最近の学生の変化を受け止め、学生一人一人の細やかな指導を教職員全員で

行うなど今後ともより良い教育指導を行う為にさらなる検討を重ねられたい。 

 
 
 
 ７ 閉会 
    帆足委員より閉会の挨拶 

 
    本委員会での審議の結果は報告書としてまとめ、全評価委員の了承を得た上で本校ホー

ムページ上に公開することにつき確認し、閉会とする。 

 
以上 


